
千円

≪歳出（充当先）≫
　

6,468 0 57,078 67,129 132,671

2,731,343合計 8,567,332 4,279,634 0 174,349 1,382,006

保健衛生

予防接種に要する経費
（各種予防接種）

263,346 6,468 0 57,078

671,871

小計 3,006,052 410,719 0 0 871,982 1,723,351

後期高齢者医療費負担金に要する経費
（療養給付費負担金） 1,011,824 0 0 0 339,953

67,129 132,671

小計 263,346

1,342,275 81,507 0 0 423,594 837,174

875,321

社会保険

国民健康保険特別会計繰出金
（国民健康保険特別会計繰出金） 651,953 329,212 0 0 108,435 214,306

介護保険特別会計繰出金
（介護保険特別会計繰出金）

小計 5,297,934 3,862,447 0 117,271 442,895

生活保護に要する経費
（生活保護費）

2,573,414 1,877,973 0 0 233,655 461,786

施設型給付に要する経費
（管内民間保育所運営委託）

911,981 613,697 0 117,271 60,817

区分 充当事業
令和3年度
決算額

財　源　内　訳
特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 地方債

120,196

その他
地方消費税
交 付 金

令和３年度決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられている社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　消費税率は、平成26年4月1日に5％から8％、令和元年10月1日から8％から10％に引き上げられました。消費
税率引上げの趣旨は、今後も増加が見込まれる「社会保障４経費」の財源確保にあることから、増収分につい
ては、その使途を明確にし、全額を「社会保障４経費」「社会保障施策に要する経費」に充てる旨地方税法に
明記されました。
　これを踏まえ、鎌ケ谷市では、地方消費税交付金（社会保障財源化分）について、次のとおり充当しまし
た。

※「社会保障４経費」とは、
　制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費
※「社会保障施策に要する経費」とは、
①社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉など）
②社会保険（国民健康保険、介護保険、年金など）
③保健衛生（医療費に係る施策、感染症その他の疾病予防対策、健康増進対策など）

≪歳入≫

　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,382,006

1,523,208 1,282,621 0 0 80,832 159,755

その他

社会福祉

子ども医療費助成に要する経費
（子ども医療費助成金）

289,331 88,156 0 0 67,591 133,584

児童手当に要する経費
（児童手当）


